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ササポポセセンン

休館日　毎週月曜日（祝日の場合はその翌日） 年末年始（12月29日～1月3日）

受付時間　平日 9：00～18：00 　日祝 9：00～17：30

Email ：pico@npo.coms.or.jp

まつやまＮＰＯサポートセンター

Blog http://blog.canpan.info/saposen/

サポセンだよりに関するお問い合わせは、まつやまNPOサポートセンターまで。

〒790-0003 松山市三番町6丁目4-20 コムズ内

Fax 089-943-5796

HP http://www.npo.coms.or.jp/
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表紙写真　特定非営利活動法人タンデム自転車NONちゃん倶楽部「サイクルチャレンジ2021in競輪場 」での様子
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令和3年度松山市SDGs推進協議会
会員団体意識調査アンケート概要報告
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会員団体意識調査アンケート概要報告

　各イベントや講座の詳細は、当センターホームページに掲載しています。メール、FAX、お申込みフォーム
にてお申込みください。参加費は無料です。会場はコムズ（松山市三番町六丁目4番地20）です。オンライン開
催の場合は、参加者のメールアドレスに前々日までにご案内いたします。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、イベントや講座の開催日時や内容等変更する場合があります。
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対　象　
NPO等非営利活動
団体関係者、NPO
や社会貢献に興味
がある市民など

　社会のために何かしたいあな
たにNPOが思いを伝えるイベント
です。あなたの推しNPOを見つけ
ませんか？ ◆申込フォーム◆

http://bit.ly/ 3mTEJcP

オンライン

14:00
   -16:30

コムズフェスティバル分科会

2021

冬号

1/23

対　象　
NPO法人の設立
を準備中の方等 
20名

　NPO法人になるために多くの手
順と書類作成に必要な基礎知識
を実際の書類をもとに解説しま
す。

◆申込フォーム◆

https://forms.gle/Hxixp7Fhg5aDMZGT8

オンライン

1/30

13:30
   -15:30

13:30
   -16:00

NPO法人
設立講座 全2回

◆申込フォーム◆

3/13
14:00
   -16:00 　「インターネット広告講座」はイ

ンターネット広告の全体の概要と
現状を学び、インターネット広告
の種類とポイントについて解説い
たします。
対　象　
NPOでインター
ネット広告を始
めたい方、興味
がある方等 20名

対面

https://forms.gle/z9jLedpn6mZKWFWu5

NPOのための
インターネット広告
講座

場　所  
コムズ4階　
視聴覚室A

オンライン

14:00
   -16:00

3/21 春からNPOを
はじめる講座
　自分らしさを発揮して、夢をかな
えたいあなた。夢を実現する方法
として、NPOに挑戦してみません
か？

◆申込フォーム◆

https://forms.gle/KLwLGUnT1K5hXTFQ8

対　象　
NPOに興味のあ
る方、NPOの設
立を検討してい
る方等 20名

オンライン

４Ｐ 令和3年度松山市市民活動推進補助金採択団体活動報告令和3年度松山市市民活動推進補助金採択団体活動報告令和3年度松山市市民活動推進補助金採択団体活動報告

対面

場　所  
コムズ3階　
会議室１

NPO of the year 2021
　～あなたとわたしで
　　　　　　　創るあたらしい社会～
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2021年は、新型コロナウイルス感染症の影響で、様々な対策や緊急の対応を迫ら
れた年でした。社会の状況に合わせて様々な法律の整備や改正が行われ、NPOにも法

特集
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2022年から変わる法律や制度
要注意！

律への対応が求められています。今回は、2022年の主な法律や制度の改正とどのような対応が必要かを
取り上げています。

　● e-Gov 法令検索　　　　　　　https://elaws.e-gov.go.jp
　● 内閣府法制局　　　　　　　　https://www.clb.go.jp

上記以外にも、2022年4月から幅広い分野で法律の施行が行われます。
・改正民法の施行のため成人年齢が18歳になる　・改正健康保険法、改正雇用保険法の施行
・年金制度改正法の施行　　　　　　　　　　　・女性活躍推進法の施行　　　　　　　　　など

NPOの運営や活動にとっても、普段から法律を意識しておくことがますます重要なポイントになってい
ます。2022年1月現在、日本の法律やその動向は、以下のホームページで確認することができます。
ぜひ一度ご覧ください。

法律に関するホームページ

① 育児休業等の個別周知・意向
　 確認の義務
② 有期契約従業員の要件の緩和
③ 出産時育児休業制度の創設
　（男性の育児休業）　
④ 育児休業の分割取得

就業規則または
育児介護休業規程の改定が必要!

〇 ①と②は2022年４月１日までに、
　 ③と④は2022年10月１日までに
　 就業規則または規定を変更する。

〇 職員(労働者)への周知をする。
〇 常時10人以上の職員(労働者)がいる
　 事業場は、労働基準監督署に届出を
　 行う。

Do
育児介護休業法育児介護休業法育児介護休業法育児介護休業法

Do
パワハラ防止法パワハラ防止法パワハラ防止法パワハラ防止法

Do
個人情報保護法個人情報保護法個人情報保護法個人情報保護法

〇 パワハラ防止の措置の義務化
　 ・事業主の方針等の明確化と
　   周知・啓発
　 ・相談窓口の設置
　 ・パワハラ等への迅速な対応
　 ・プライバシー保護と
　   不利益な取扱いの禁止
　   など　

就業規則または
パワハラ防止規程の改定が必要!

〇 2022年４月１日までに就業規則
　 または規定を変更する。
〇 職員(労働者)への周知をする。
〇 常時10人以上の職員(労働者)がいる
　 事業場は、労働基準監督署に届出を
　 行う。

① 個人からの利用停止・消去等
　 の請求権の範囲の拡大
② 漏えい等発生時、個人の権利
　 や利益の侵害のおそれがある
　 場合は個人情報保護委員会へ
　 の報告と本人通知の義務化
③ 個人情報の第三者提供の
 　確認等の義務化

法律要件に沿った
団体内部のルールづくりが必要!

〇 2022年4月1日までに法律要件に沿
　った個人情報管理のルールを作る。
〇 職員(労働者)への周知をする。

2022年の主な法律や制度の改正とその対応2022年の主な法律や制度の改正とその対応2022年の主な法律や制度の改正とその対応2022年の主な法律や制度の改正とその対応

Do
電子帳簿保存法電子帳簿保存法電子帳簿保存法電子帳簿保存法

Do
愛媛県NPO法人書類の押印廃止愛媛県NPO法人書類の押印廃止愛媛県NPO法人書類の押印廃止愛媛県NPO法人書類の押印廃止

以下の3種類に当てはまる帳簿
や取引情報を電子データで保存
できるようになりました。
① 電子帳簿等保存
② スキャナ保存
③ 電子取引　

法律要件に沿った
団体内部のルールづくりが必要!

2022年1月1日からの帳簿や取引情報に
ついて、法律の要件にあった対応を選
び、会計のルールを作っておくことが必
要です。

愛媛県を含む所轄庁への提出書
類の様式の見直しが必要!

〇 2022年1月1日以降に提出するNPO
　 法人の書類を新しい様式に変更する。
〇 新しい様式は愛媛ボランティアネット

　 でダウンロード可能。
〇 法務局などの手続きでは、継続して
　 押印が必要な書類もあるので、注意
　 が必要。

〇 ＮＰＯ法施行規則の様式
　 第1号～第7号（認定特定非営
　 利活動法人に係る提出書類）
　 で押印欄の廃止など (https://nv.pref.ehime.jp/servlet/Kokai)

〇 就業規則や規定の変更が必要な場合は迅速に行おう。〇 就業規則や規定の変更が必要な場合は迅速に行おう。
〇 会計や個人情報管理のルールなどは〇 会計や個人情報管理のルールなどは、団体内の規定を作り、団体内の規定を作り、
　 職員で共有しよう。　 職員で共有しよう。
〇 法律や制度の変更に対応した適切な組織を作っていこう。〇 法律や制度の変更に対応した適切な組織を作っていこう。

〇 就業規則や規定の変更が必要な場合は迅速に行おう。
〇 会計や個人情報管理のルールなどは、団体内の規定を作り、
　 職員で共有しよう。
〇 法律や制度の変更に対応した適切な組織を作っていこう。

〇 就業規則や規定の変更が必要な場合は迅速に行おう。
〇 会計や個人情報管理のルールなどは、団体内の規定を作り、
　 職員で共有しよう。
〇 法律や制度の変更に対応した適切な組織を作っていこう。

まとめまとめまとめまとめ

応

化化化化化化化化化化化化化化化化化化
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　松山市では、職員の市民活動団体への理解やパートナーシップの構築による協働社会への意識を高めること
などを目的に、NPOの活動を体験する研修を実施しています。今回は、今年度の研修の様子を報告します。

の地域芸術祭ねこのよりあい」を開催。ライブペ
イント、句会、俳句トーク、まちねこリーディング
など参加者もいっしょに芸術を体験できるイベン
トが行われました。
　ライブペイントでは、絵師が白い布に即興で絵
を描き、それに来場者も色付けをしました。参加
者も出演者も自分のペースで自由に楽しみまし
た。

劇場で出会う
プロジェクト
実行委員会

　シアターねこで
「みる・であう・
やってみる体験型

　令和3年度に松山市市民活動推進補助金に採択された団体の活動の様子の一部を報告します。

令和３年度令和３年度
松山市市民活動推進補助金採択団体活動報告松山市市民活動推進補助金採択団体活動報告
令和３年度
松山市市民活動推進補助金採択団体活動報告
令和３年度
松山市市民活動推進補助金採択団体活動報告

地域活性団体
しまいる

　興居島でウォー
キングイベントを
開催。
　参加者が2つのグループとなり、泊港からス
タート。大学生のガイドから説明を受けながら、
名所を見学し、興居島クイズに答えました。30分
くらいでゴールの由良港に着き、クイズの正解が
発表されました。
　興居島のコーヒーショップのチケットも配布さ
れ、参加者にとても好評でした。
　

雪ウサギ

　北条児童セン
ターで「絵本でつ
ながる地域の輪
」を開催。　親子
約50人の参加者が、松山の民話の読み聞かせ、
ペープサート（紙芝居）、手遊び、クリスマスリー
ス作りを大学生といっしょに楽しみました。
　自分のクリスマスリースが完成した子どもが周
りに見せている様子がとてもかわいかったです。
　

４

日浦
ホタルの会

　日浦地区にあ
る畑で地元小中
学生への大根プ
レゼントを準備。
地域の方などで、ビニールハウスいっぱいに生え
た大根を協力して収穫しました。
　気持ちの良い汗をかき、日浦の自然の美しさと
日々それを愛し、守り続ける心を育んでいるのを
感じました。

愛媛県
フリースクール
等連絡協議会

　Zoomで「不登
校支援フォーラム
2021in愛媛」を
開催。県内外62名の参加者は、支援の歴史、全
国や愛媛県の現状、行政の支援と動向などを学
びました。
　質疑応答では、質問がたくさんあり、現状に悩
んでいる方が多いことを感じさせられました。
　

学びの
だいばー
してぃ

　一般社団法人
フリースクール愛
媛EROOTの教室
で「いろんな学校を知ろう！ with ROOTCAP」を開
催。参加者は団体のスタッフから様々な進路の情
報を教えてもらいました。先ぱいからは、進路で
の悩みや選び方の実例などの話がありました。
　最後にはみんな笑顔になっていたので、自分
の気持ちをゆっくり話せる場所の必要性を感じさ
せられました。
　

報告報告報告報告 令和3年度松山市職員市民活動体験研修実施報告令和3年度松山市職員市民活動体験研修実施報告令和3年度松山市職員市民活動体験研修実施報告令和3年度松山市職員市民活動体験研修実施報告

　花園通り商店街で「まつやま花園日曜市」の運営を
体験しました。
　朝7時半に集合し、当日の流れの説明を受け、来
場者の健康チェックを行うブースの設営、参加者の誘
導や受付などを担当しました。
　代表の重松さんからは、コロナ禍で大打撃を受け
た飲食店の支援のためにイベントを始めたこと、少
人数のスタッフで運営する工夫などをお話いただきま
した。「地域のために」という強い意志、取り組みを
続けることの大変さ、人とのつながりの大切さを学ぶ
ことができました。

10/24 花園町東通り商店街組合

　松山市総合コミュニティセンターで「愛媛スポー
ツ・レクリエーション祭2021親睦ディスコン大会」
の運営を体験しました。
　ディスコンは、1チーム6枚の円盤を投げ、決めら
れた地点にどれだけ近づけるかを競うスポーツです。
中には、96歳の方も参加され、競技を楽しまれてい
ました。代表の岩田さんは「家にいるよりみんなで
体を動し、知り合いを増やしてほしい」とお話され
ていました。市職員もチームに混じって競技をする
など、参加者と笑顔で交流していました。

11/6 愛媛県ディスコン協会

　旧へんろ宿「坂本屋」（窪野町）でおへんろさんへの
接待を体験しました。
　坂本屋は歩きへんろの難所と言われる「三坂峠」を
下りたところにあり、おへんろさんが一息つくことがで
きます。団体のお話では、坂本屋の運営の他にも、
四国のおへんろ文化を世界遺産へ登録をするための
活動をしていると聞きました。三坂峠から坂本屋まで
約2時間のへんろ道を歩いた後には、実際にお接待
を体験しました。活動を続けるためには、団体メン
バーの熱意や地元の住民の協力が重要であると感じ
ました。

11/7 坂本屋運営委員会

報告報告報告報告

12/12

11/21

10/7 10/23

11/28

12/16

地域活性団体
しまいる

学びの
だいばー
してぃ

愛媛県
フリースクール
等連絡協議会

雪ウサギ 日浦
ホタルの会

劇場で出会う
プロジェクト
実行委員会
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令和3年度 松山市SDGs推進協議会
会員団体意識調査 アンケート概要報告
令和3年度 松山市SDGs推進協議会
会員団体意識調査 アンケート概要報告報告報告報告報告

　企業が最も多い42社、続いてNPOが4団体、
学校が3校と行政が3団体の順でした。

　松山市SDGs推進協議会に登録している企業や団体を対象に「令和３年度企業等関係団体意識調査」を実施
しました。この調査は、それぞれの『SDGs』への取り組みを伺い、今後のパートナーシップの構築や協働を
すすめることを目的としています。お忙しい中、ご協力いただいたみなさまに心より御礼を申し上げます。出

前
講
座 

聖
カ
タ
リ
ナ
大
学

　10/5、12、19に聖カタリナ大学で、NPOマ
ネジメント論の授業で出前講座を実施。
 「NPOの基礎と松山市のNPOの支援」「松山市
のNPOの活動の状況」「自分のしたいことで
NPOを作る」をテーマに授業をしました。自分
のしたい活動を人に伝えることは簡単ではあり
ませんが、みんな熱心に発言をしていまし
た。
　将来、この講座で学んだことが役に立つこと
を願っています。
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　グラフ等は報告書から一部抜粋しておりま
す。詳細は、まつやまNPOサポートセンター
ホームページに掲載しております。
　ご覧いただければ幸いです。
【ホームページURL】
http://www.npo.coms.or.jp/
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◆ 調査結果概要

(1)回答があった組織の分類

(2)取り組みの状況

(3)他の組織との連携・協働をすすめるために必要
　なこと

報告報告報告報告
〇NPO交流座談会　〇出前講座（大学、高校）
〇愛媛県中間支援組織合同ぷち勉強会2回目
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　令和3年度の他の組織との交流、人材の育成、協働の状況について報告します。
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　12/10に松山工業高校で、出前講座「SDGs
とは？自分ができることはなにか考えよう」を
実施。
　講座の前半で、SDGsの説明と国や市、企
業、NPO、高校生の取り組みなどを紹介。後
半は、自分たちがSDGsでできることを考えま
した。
　生徒達は、体育館の電気代を節約するため
の方法など身近な課題を一生懸命に考えてい
ました。

　11/5に「NPO交流座談会～継続について語り
合おう組織改革編～」を開催。
　事例発表として、家族支援フォーラム理事長
の米田氏から、継続のためには事業の理念を
職員に伝えることが不可欠とのお話がありまし
た。西条まちづくり応援団理事長の戸田氏から、
高校生の受入や中間支援の楽しさ、仕事を任
せることの大切さについてお話がありました。
　座談会は盛り上がり、新しい交流のきっかけ
ができました。

　12/2に「愛媛県中間支援組織合同ぷち勉強
会2回目」を開催。中間支援組織の職員のス
キルアップと交流を目的に、松山市、宇和島
市、八幡浜市、西条市から職員14名が参加し
ました。
　「疑問が解消された」などのご感想をいた
だき、手応えを感じました。また、この勉強
会を通して、中間支援組織に必要な知識やお
互いの状況について知ることができ、充実し
た時間になりました。
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　Q．SDGsについて実施している対応を
　　お選びください。（複数選択可）

情報収集・勉強等
ブランディングやPR等に活用
経営計画・事業計画等に反映

本業を通じた組織課題解決の取り組みに組み込む

本業以外（CSR活動、組織内活動等）で貢献
新規事業の立ち上げや新商品・新サービス開発等
に活用
ガバナンスの強化
その他

図１

 「情報収集・勉強等」が最も多く、続いて「ブ
ランディングやPR等に活用」、「経営計画・事業
計画等に反映」となっています(図1)。また、項
目を複数選択された回答が多く見られたことから、
様々な方法を並行して、取り組まれている様子が
うかがえます。
 反面で、実際に取り組むには、「取り組み方が
わからない」、「組織内の理解が少ない」、「業
務に余裕がない」などが障害となっているようで
す。

現在の事業とSDGs事業
をつなぐ事業構築
他組織の紹介や現地
視察等
合同イベント等の開催

講座・講演・ワークシ
ョップ開催等人材育成
商品・サービス開発
での連携
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図2　Q．どのような支援があれば、より他組織との連携
　　・協働が行えるようになると思いますか。もし
　　くは、現在、実施または検討をしていない場合、
　　どのような支援があれば、SDGsに取り組める
　　ようになると思いますか。お選びください。

 「現在の事業とSDGs事業をつなぐ事業構築」
が最も多く、続いて「他組織の紹介や現地視察
等」、「合同イベント等の開催」、「講座・講
演・ワークショップ開催等人材育成」となって
います(図2)。SDGsという新しいテーマに取り
組む難しさ、求められる支援も様々であること
がわかります。


